
参考２－７

厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費

等の支給に係る離島その他の地域の基準第六号

の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域

547



- 1 -

○

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
例
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
支
給
に
係
る
離
島
そ
の
他
の
地
域
の
基
準
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
（
平
成
十

二
年
厚
生
省
告
示
第
五
十
三
号
）
（
抄
）
【
平
成
三
十
年
四
月
一
日
施
行
（
予
定
）
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

都
道
府
県
名

市
町
村
名

当
該
地
域
が
市
町
村
の
区
域
の
一
部
の
場
合
に
お

都
道
府
県
名

市
町
村
名

当
該
地
域
が
市
町
村
の
区
域
の
一
部
の
場
合
に
お

け
る
当
該
区
域
の
名
称

け
る
当
該
区
域
の
名
称

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

秋
田
県

（
削
る
）

（
削
る
）

秋
田
県

鹿
角
市

尾
去
沢

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

新
潟
県

（
略
）

（
略
）

新
潟
県

（
略
）

（
略
）

村
上
市

寺
尾
、
宮
ノ
下
、
下
中
島
、
鵜
渡
路
、
上
野
、
川

村
上
市

寺
尾
、
宮
ノ
下
、
下
中
島
、
鵜
渡
路
、
上
野
、
川

端
、
猿
沢
、
檜
原
及
び
板
屋
越

端
、
猿
沢
、
桧
原
及
び
板
屋
越

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

兵
庫
県

姫
路
市

夢
前
町
山
之
内
（
佐
中
、
熊
部
、
坂
根
及
び
小
畑

兵
庫
県

姫
路
市

夢
前
山
之
内
（
佐
中
、
熊
部
、
坂
根
及
び
小
畑
の

の
地
域
に
限
る
。
）
及
び
夢
前
町
高
長

地
域
に
限
る
。
）
及
び
夢
前
高
長

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

福
岡
県

（
略
）

（
略
）

福
岡
県

（
略
）

（
略
）

添
田
町

大
字
桝
田
（
字
糀
宮
、
字
中
ノ
原
、
字
仙
道
及
び

添
田
町

大
字
枡
田
（
字
糀
宮
、
字
中
ノ
原
、
字
仙
道
及
び

字
広
瀬
の
地
域
に
限
る
。
）
、
大
字
落
合
（
字
別

字
広
瀬
の
地
域
に
限
る
。
）
、
大
字
落
合
（
字
別

所
河
内
、
字
鍛
冶
屋
、
字
長
谷
、
字
緑
川
、
字
深

所
川
内
、
字
鍛
冶
屋
、
字
長
谷
、
字
緑
川
、
字
深

倉
、
字
中
河
原
、
字
駒
鳴
及
び
字
芝
峠
の
地
域
に

倉
、
字
中
河
原
、
字
駒
鳴
及
び
字
芝
峠
の
地
域
に

限
る
。
）
、
大
字
英
彦
山
（
字
町
、
字
北
坂
本
及

限
る
。
）
、
大
字
英
彦
山
（
字
町
、
字
北
坂
本
及

び
字
唐
ヶ
谷
の
地
域
に
限
る
。
）
及
び
大
字
中
元

び
字
唐
ヶ
谷
の
地
域
に
限
る
。
）
及
び
大
字
中
元

寺
（
字
木
浦
、
字
大
藪
及
び
字
戸
谷
の
地
域
に
限

寺
（
字
木
浦
、
字
大
藪
及
び
字
戸
谷
の
地
域
に
限

る
。
）

る
。
）
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

大
分
県

（
略
）

（
略
）

大
分
県

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

豊
後
大
野

緒
方
町
上
冬
原
、
緒
方
町
徳
田
、
緒
方
町
中
野
、

市

緒
方
町
大
石
、
緒
方
町
木
野
、
緒
方
町
冬
原
、
緒

方
町
下
徳
田
、
緒
方
町
柚
木
及
び
緒
方
町
上
年
野

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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参考２－８

厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別

な居室等の提供に係る基準等
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○

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
利
用
者
等
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
等
の
提
供
に
係
る
基
準
等
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
百
二
十
三
号
）
（
抄
）
【
平
成
三
十
年
四
月
一
日

施
行
（
予
定
）
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

一

利
用
者
等
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
等
の
提
供
に
係
る
基
準

一

利
用
者
等
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
等
の
提
供
に
係
る
基
準

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
又
は
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

ロ

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
又
は
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

事
業
者
に
よ
る
利
用
者
が
選
定
す
る
特
別
な
療
養
室
等
の
提
供
に
係
る
基
準

事
業
者
に
よ
る
利
用
者
が
選
定
す
る
特
別
な
療
養
室
等
の
提
供
に
係
る
基
準

⑴
・
⑵

（
略
）

⑴
・
⑵

（
略
）

⑶

特
別
な
療
養
室
等
の
利
用
者
一
人
当
た
り
の
床
面
積
が
、
介
護
老
人
保
健

⑶

特
別
な
療
養
室
等
の
利
用
者
一
人
当
た
り
の
床
面
積
が
、
介
護
老
人
保
健

施
設
又
は
介
護
医
療
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
又
は
指
定

施
設
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
又
は
指
定
介
護
予
防
短
期
入

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
八
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
八
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、
病
院
又
は
診
療

、
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
又
は
指
定
介

所
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
又
は
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
六
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以

療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
六
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

上
で
あ
る
こ
と
。

⑷
～
⑹

（
略
）

⑷
～
⑹

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

ヘ

介
護
医
療
院
に
よ
る
入
所
者
等
が
選
定
す
る
特
別
な
療
養
室
の
提
供
に
係
る

（
新
設
）

基
準

⑴

特
別
な
療
養
室
の
定
員
が
、
一
人
又
は
二
人
で
あ
る
こ
と
。

⑵

当
該
介
護
医
療
院
の
特
別
な
療
養
室
の
定
員
の
合
計
数
を
施
行
規
則
第
百

三
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
た
運
営
規
程
（
⑹
に

お
い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
に
定
め
ら
れ
て
い
る
入
所
者
等
の
定
員

で
除
し
て
得
た
数
が
、
お
お
む
ね
百
分
の
五
十
を
超
え
な
い
こ
と
。

⑶

特
別
な
療
養
室
の
入
所
者
等
一
人
当
た
り
の
床
面
積
が
、
八
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

⑷

特
別
な
療
養
室
の
施
設
、
設
備
等
が
、
利
用
料
の
ほ
か
に
特
別
な
療
養
室

の
提
供
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
支
払
を
入
所
者
等
か
ら
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受
け
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

⑸

特
別
な
療
養
室
の
提
供
が
、
入
所
者
等
へ
の
情
報
提
供
を
前
提
と
し
て
入

所
者
等
の
選
択
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
上
の

必
要
性
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

⑹

特
別
な
療
養
室
の
提
供
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
額
が

、
運
営
規
程
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ト

そ
の
他

ヘ

そ
の
他

⑴

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
特
別
な
居
室
、
療
養
室
及
び
病
室
（
以
下
「
居

⑴

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
特
別
な
居
室
、
療
養
室
及
び
病
室
（
以
下
「
居

室
等
」
と
い
う
。
）
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
居
住
、
滞
在
及
び
宿
泊
並
び

室
等
」
と
い
う
。
）
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
居
住
、
滞
在
及
び
宿
泊
並
び

に
食
事
の
提
供
に
係
る
利
用
料
等
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働

に
食
事
の
提
供
に
係
る
利
用
料
等
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働

省
告
示
第
四
百
十
九
号
。
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）
第
二
号
イ
に
規
定
す

省
告
示
第
四
百
十
九
号
。
以
下
「
指
針
」
と
い
う
。
）
第
二
号
イ
に
規
定
す

る
居
住
、
滞
在
及
び
宿
泊
に
係
る
利
用
料
の
追
加
的
費
用
で
あ
る
こ
と
を
イ

る
居
住
、
滞
在
及
び
宿
泊
に
係
る
利
用
料
の
追
加
的
費
用
で
あ
る
こ
と
を
イ

及
び
ロ
に
掲
げ
る
利
用
者
、
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
入
所
者
等
並
び
に
ホ
に
掲

及
び
ロ
に
掲
げ
る
利
用
者
、
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
入
所
者
等
並
び
に
ホ
に
掲

げ
る
入
院
患
者
（
以
下
「
利
用
者
等
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
家
族
に
対
し

げ
る
入
院
患
者
（
以
下
「
利
用
者
等
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
家
族
に
対
し

、
明
確
に
説
明
し
た
上
で
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

、
明
確
に
説
明
し
た
上
で
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

⑵

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成

⑵

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成

十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
９
並
び
に
短
期
入
所
療

位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
９
並
び
に
短
期
入
所
療

養
介
護
費
の
イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注

、
ロ
⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
注

、
ハ
⑴

養
介
護
費
の
イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注

、
ロ
⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
注

、
ハ
⑴

13

11

13

11

か
ら
⑶
ま
で
の
注

、
ニ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注
６
及
び
ホ
⑴
か
ら
⑺
ま
で
の

か
ら
⑶
ま
で
の
注
９
及
び
ニ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注
６
並
び
に
指
定
施
設
サ
ー

10

注

、
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準

ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省

10
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介

告
示
第
二
十
一
号
）
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の

護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

並
び

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

並
び
に
注

、
介
護
保
健
施

15

15

16

に
注

、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

並
び
に
注

並
び

設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

並
び
に
注

並
び
に
介
護
療
養
施
設
サ
ー

16

11

12

10

11

に
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注

、
イ
⑴
か
ら
⑷
ま

ビ
ス
の
イ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注

、
イ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注

、
ロ
⑴
及
び

12

11

12

で
の
注

、
ロ
⑴
及
び
⑵
の
注
９
、
ロ
⑴
及
び
⑵
の
注

、
ハ
⑴
か
ら
⑶
ま

⑵
の
注
８
、
ロ
⑴
及
び
⑵
の
注
９
、
ハ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
６
並
び
に
ハ
⑴

13

10

で
の
注
７
並
び
に
ハ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
８
並
び
に
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

か
ら
⑶
ま
で
の
注
７
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の

の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
注

及
び
注

、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号

10

11

る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百

）
別
表
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型

二
十
六
号
）
別
表
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注

及
び
注

15

552
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域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注

並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る

16

及
び
注

並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定

基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表
指
定
介
護
予

15

16

に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表
指

防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活

イ
及
び
ロ
の
注
７
並
び
に
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
⑴
及
び
⑵

介
護
費
の
イ
及
び
ロ
の
注
７
並
び
に
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ

の
注
９
、
ロ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注
９
、
ハ
⑴
及
び
⑵
の
注
７
並
び
に
ニ
⑴
か

⑴
及
び
⑵
の
注
９
、
ロ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注
９
、
ハ
⑴
及
び
⑵
の
注
８
、
ニ

ら
⑶
ま
で
の
注
４
に
定
め
る
者
が
利
用
、
入
所
又
は
入
院
す
る
も
の
に
つ
い

⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
４
並
び
に
ホ
⑴
か
ら
⑹
ま
で
の
注
８
に
定
め
る
者
が
利

て
は
、
特
別
な
居
室
等
の
提
供
を
行
っ
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の

用
、
入
所
又
は
入
院
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
別
な
居
室
等
の
提
供
を
行

支
払
を
利
用
者
、
入
所
者
及
び
入
院
患
者
か
ら
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
も

っ
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
支
払
を
利
用
者
、
入
所
者
及
び
入
院

の
と
す
る
。

患
者
か
ら
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

二

利
用
者
等
が
選
定
す
る
特
別
な
食
事
の
提
供
に
係
る
基
準

二

利
用
者
等
が
選
定
す
る
特
別
な
食
事
の
提
供
に
係
る
基
準

イ

特
別
な
食
事
の
内
容
等
に
つ
い
て

イ

特
別
な
食
事
の
内
容
等
に
つ
い
て

⑴

（
略
）

⑴

（
略
）

⑵

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

⑵

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

事
業
所
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療

事
業
所
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療

養
介
護
事
業
所
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人

養
介
護
事
業
所
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人

福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
及
び
介
護

福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
以
下

医
療
院
（
以
下
「
事
業
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
配
慮

「
事
業
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
配
慮
が
な
さ
れ
て
い

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

(ⅰ)

(ⅲ)

(ⅰ)

(ⅲ)

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

553



参考２－９

厚生労働大臣が定める療法等
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○

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
法
等
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
百
二
十
四
号
）
（
抄
）
【
平
成
三
十
年
四
月
一
日
施
行
（
予
定
）
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
（
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
も
の
を
除
く
。

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
（
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
も
の
を
除
く
。

）
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
若
し
く
は
介
護
医
療
院
又
は
指
定
介
護
予
防
短
期

）
若
し
く
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
又
は
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

入
所
療
養
介
護
事
業
所
（
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
厚

事
業
所
（
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
が

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
法
等
は
、
療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基
準
に

定
め
る
療
法
等
は
、
療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労

基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
号
）
第
五

百
七
号
）
第
五
に
定
め
る
療
法
等
と
す
る
。

に
定
め
る
療
法
等
と
す
る
。
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参考２－10

指定短期入所療養介護事業所，介護老人保健施

設及び指定介護療養型医療施設並びに指定介護

予防短期入所療養介護事業所の医師の使用医薬

品

556
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○

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
並
び
に
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
医
師
の
使
用
医
薬
品
（

平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
百
二
十
五
号
）
（
抄
）
【
平
成
三
十
年
四
月
一
日
施
行
（
予
定
）
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
指
定
介
護
療
養

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
指
定
介
護
療

型
医
療
施
設
及
び
介
護
医
療
院
並
び
に
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

養
型
医
療
施
設
並
び
に
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
医
師

事
業
所
の
医
師
の
使
用
医
薬
品

の
使
用
医
薬
品

療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基
準
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

掲
示
事
項
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
号
）
第
六
に
定
め
る
使
用
医

掲
示
事
項
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
号
）
第
六
に
定
め
る
使
用
医

薬
品

薬
品
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参考２－11

厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区

分及び割合
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○

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
旧
措
置
入
所
者
の
所
得
の
区
分
及
び
割
合
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九
号
）
（
抄
）
【
平
成
三
十
年
四
月
一
日
施
行
（
予
定
）
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

備
考

基
準
額
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に

備
考

基
準
額
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に

関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
別
表
指
定
地

関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
別
表
指
定
地

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

設
入
所
者
生
活
介
護
の
イ
⑴
若
し
く
は
⑵
若
し
く
は
ロ
⑴
若
し
く
は
⑵
又
は
指

設
入
所
者
生
活
介
護
の
イ
⑴
若
し
く
は
⑵
若
し
く
は
ロ
⑴
若
し
く
は
⑵
又
は
指

定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二

定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二

年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位

年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位

数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
⑴
㈠
若
し
く
は
㈡
若
し
く
は
ロ
⑴
㈠
若

数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
⑵
㈠
ａ
若
し
く
は
ｂ
若
し
く
は
ロ
⑵
㈠

し
く
は
㈡
に
定
め
る
単
位
数
に
十
円
を
乗
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

ａ
若
し
く
は
ｂ
に
定
め
る
単
位
数
に
十
円
を
乗
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
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参考２－12

介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定

する特定介護保険施設等における居住等に要す

る平均的な費用の額及び施設の状況その他の事

情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並

びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定す

る特定介護予防サービス事業者における滞在に

要する平均的な費用の額及び事業所の状況その

他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用

の額

560
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○

介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
介
護
保
険
施
設
等
に
お
け
る
居
住
等
に
要
す
る
平
均
的
な
費
用
の
額
及
び
施
設
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を

勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
費
用
の
額
並
び
に
同
法
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
に
お
け
る
滞
在
に
要
す
る
平
均

的
な
費
用
の
額
及
び
事
業
所
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
費
用
の
額
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
十
二
号
）
（
抄
）
【
平
成
三

十
年
四
月
一
日
施
行
（
予
定
）
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

区
分

額

区
分

額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多
床
室

一
日
に
つ
き
千
六
百
四
十
円

ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室

一
日
に
つ
き
千
六
百
四
十
円

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

一

こ
の
表
に
お
い
て
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
」
と
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要

一

こ
の
表
に
お
い
て
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
」
と
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要

す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号

す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号

）
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー

）
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
単
独
型
ユ
ニ
ッ
ト
型

ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
単
独
型
ユ
ニ
ッ
ト
型

短
期
入
所
生
活
介
護
費

、
併
設
型
ユ
ニ
ッ
ト
型
短
期
入
所
生
活
介
護
費

、

短
期
入
所
生
活
介
護
費

、
併
設
型
ユ
ニ
ッ
ト
型
短
期
入
所
生
活
介
護
費

、

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介

(Ⅰ)

(Ⅰ)

護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

若
し
く
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人

護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施

(ⅰ)

(ⅰ)

保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期

設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療

(ⅱ)

(Ⅱ)

入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護

養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の

(Ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅲ)

費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病

(ⅰ)

(Ⅲ)

(ⅰ)

ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人

院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
経
過
型

(ⅰ)

(Ⅰ)

保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期

短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、

(Ⅳ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症

(ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院

疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

若
し
く
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期

(Ⅱ)

(ⅰ)

療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短

入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(Ⅲ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養

、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（

(Ⅰ)

介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、

平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
別
表
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

(Ⅱ)

(Ⅲ)
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ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型

ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付

(Ⅰ)

短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護

費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
介
護
老
人

(Ⅰ)

費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型

福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

若
し
く
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
経
過
的
地
域
密
着
型

(ⅰ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
短

介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

、
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す

(ⅰ)

(Ⅰ)

期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護

る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号

(Ⅰ)

費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト

）
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
施
設
サ

(ⅰ)

(Ⅱ)

型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
介
護
医
療

ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
介

(ⅰ)

院
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介

護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
小
規
模
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

(Ⅰ)

護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
ユ
ニ

費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健

(ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

ッ
ト
型
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

若
し
く
は
ユ
ニ
ッ
ト

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ

(ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅱ)

型
Ⅱ
型
特
別
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
特
別
介

ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

(ⅰ)

護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る

費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
介

(ⅰ)

(Ⅲ)

(ⅰ)

費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十

護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ

(Ⅰ)

六
号
）
別
表
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指

ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ

(Ⅰ)

(Ⅰ)

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る

ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症

(Ⅰ)

ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

若
し
く

疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

若
し
く
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型

(Ⅰ)

(ⅰ)

は
ユ
ニ
ッ
ト
型
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設

(Ⅱ)

、
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平

サ
ー
ビ
ス
費

又
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に

(Ⅰ)

(ⅰ)

成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付

関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表
指
定
介

費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

う
。
）
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト

介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
単
独
型
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護

(Ⅰ)

型
経
過
的
小
規
模
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施

予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費

、
併
設
型
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
予
防
短
期
入
所
生

(Ⅰ)

(Ⅰ)

設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

若
し
く
は
ユ

活
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介

(Ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー

護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(ⅱ)

(Ⅰ)

ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の

(Ⅱ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅱ)

保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ

(Ⅲ)

(ⅰ)

(ⅰ)

ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー

ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト

(Ⅳ)

(Ⅲ)

ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト

型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病

(ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

型
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
介
護
療
養
施

院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病

(Ⅱ)

(Ⅰ)

設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

床
経
過
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
介
護
予

(Ⅲ)

(Ⅰ)
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、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診

防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
型
介
護
療
養
施

所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介

(Ⅱ)

(Ⅰ)

設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

護
費

若
し
く
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

(Ⅲ)

(ⅰ)

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト

費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算

(Ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患

定
す
べ
き
者
が
利
用
す
る
居
室
、
療
養
室
又
は
病
室
を
い
う
。

(Ⅱ)

型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

(ⅰ)

費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護

(Ⅰ)

(ⅰ)

医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ

(Ⅱ)

(ⅰ)

ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ

ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
の
ユ
ニ
ッ
ト

(ⅰ)

型
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

若
し
く
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
特
別
介

(ⅰ)

護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
特
別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
(ⅰ)

又
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（

平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

位
数
表
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
単
独
型
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
予
防
短
期
入
所

生
活
介
護
費

、
併
設
型
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費

、

(Ⅰ)

(Ⅰ)

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ

(Ⅰ)

ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

若
し
く
は
ユ

(ⅰ)

ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ

(ⅱ)

ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型

(Ⅱ)

介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護

(ⅰ)

老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人

(Ⅲ)

保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健

(ⅰ)

施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設

(Ⅳ)

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防

(ⅰ)

短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所

(Ⅰ)

療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

(Ⅱ)

費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
経
過
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(Ⅲ)、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型

(Ⅰ)

(Ⅱ)

563



- 4 -

診
療
所
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介

(Ⅲ)

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短

(Ⅰ)

期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療

(ⅰ)

養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(Ⅱ)

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ

(ⅰ)

(Ⅰ)

ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト

(ⅰ)

型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型

(Ⅱ)

介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
介
護
医

(ⅰ)

療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
介
護

予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
院
介
護
予

(ⅰ)

防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短

期
入
所
療
養
介
護
費

若
し
く
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
特
別
介
護
医
療
院
介
護
予

(ⅰ)

防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
特
別
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短

期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
者
が
利
用
す
る
居
室
、
療
養
室
又
は
病

(ⅰ)

室
を
い
う
。

二

こ
の
表
に
お
い
て
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多
床
室
」
と
は
、
指
定
居
宅
サ
ー

二

こ
の
表
に
お
い
て
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室
」
と
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介

ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
単
独
型
ユ
ニ
ッ
ト
型
短
期
入
所
生
活

護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
単
独
型
ユ
ニ
ッ
ト
型
短
期
入
所
生
活
介
護
費

介
護
費

、
併
設
型
ユ
ニ
ッ
ト
型
短
期
入
所
生
活
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介

、
併
設
型
ユ
ニ
ッ
ト
型
短
期
入
所
生
活
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施

保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期

(Ⅰ)

(Ⅰ)

設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

若
し
く
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期

入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護

(ⅲ)

(ⅱ)

入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護

費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ

(ⅳ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ

ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人

(Ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人

保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所

(Ⅲ)

(ⅱ)

保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期

療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(ⅱ)

(Ⅱ)

入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾

(Ⅳ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型

患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養

(ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
短
期

介
護
費

若
し
く
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の

(Ⅳ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
指
定
地
域
密
着
型
サ

(Ⅴ)

(Ⅵ)

(ⅱ)

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト

ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
介
護
老

(Ⅱ)

型
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介

人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

若
し
く
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
経
過
的
地
域
密
着

(Ⅳ)

(Ⅱ)
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護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

、
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護

(Ⅴ)

(Ⅵ)

(Ⅱ)

症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所

給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、

(Ⅰ)

(Ⅱ)

療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ

ユ
ニ
ッ
ト
型
小
規
模
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健

(ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ

(ⅱ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所

ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

(Ⅰ)

(Ⅱ)

療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の

費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健

(ⅱ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、

(ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
短
期
入

ユ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診

(Ⅱ)

所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護

療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療

(ⅱ)

(Ⅱ)

費
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

若
し
く
は

養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ

(ⅱ)

(Ⅰ)

ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
特
別
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ

ス
費

若
し
く
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

(ⅱ)

(Ⅱ)

型
特
別
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
指
定
介
護

(ⅱ)

(ⅱ)

介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉

予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
単
独
型
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護

施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

若
し
く
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護

予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費

、
併
設
型
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
予
防
短
期
入
所
生

(Ⅱ)

(Ⅱ)

老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

、
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費

活
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介

(Ⅱ)

(Ⅱ)

単
位
数
表
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ

護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(Ⅱ)

(Ⅰ)

ト
型
経
過
的
小
規
模
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の

(Ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

若
し
く
は

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ

(Ⅰ)

(ⅲ)

(ⅱ)

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ

ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト

(ⅳ)

(Ⅲ)

ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介

型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病

(Ⅱ)

(ⅱ)

(ⅱ)

護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、

院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病

(Ⅲ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ

床
経
過
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
介
護
予

(Ⅳ)

(Ⅱ)

ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ

防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入

(ⅱ)

(Ⅳ)

(Ⅱ)

ト
型
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
介
護
療
養

所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介

(Ⅴ)

(Ⅰ)

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

護
費

若
し
く
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

(Ⅵ)

(ⅱ)

費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型

費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算

(Ⅱ)

(Ⅳ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
型
介
護
療
養

定
す
べ
き
者
が
利
用
す
る
居
室
、
療
養
室
又
は
病
室
を
い
う
。

(Ⅴ)

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

(Ⅵ)

費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ

(Ⅰ)

(ⅱ)

ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾

(Ⅱ)
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患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ

(ⅱ)

ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介

(Ⅰ)

(ⅱ)

護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

、

(Ⅱ)

(ⅱ)

ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
介
護
医
療
院

サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
の
ユ
ニ
ッ

(ⅱ)

ト
型
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

若
し
く
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
特
別

(ⅱ)

介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
特
別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
単
独
型

(ⅱ)ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費

、
併
設
型
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護

(Ⅱ)

予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防

(Ⅱ)

短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期

(Ⅰ)

入
所
療
養
介
護
費

若
し
く
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短

(ⅲ)

期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入

(ⅳ)

所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療

(Ⅱ)

養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介

(ⅱ)

護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(Ⅲ)
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の

(ⅱ)

(Ⅳ)

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ

(ⅱ)

ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病

(Ⅳ)

院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病

(Ⅴ)

床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
病
院
療
養
病
床
経
過
型

(Ⅵ)

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
介
護
予
防
短
期
入

(Ⅱ)

所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(Ⅳ)

(Ⅴ)

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
診
療
所
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認

(Ⅵ)

知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患

(Ⅰ)

型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
予

(ⅱ)

防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入

(Ⅱ)

所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養

(ⅱ)

介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(Ⅰ)

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ

(ⅱ)

(Ⅱ)

566
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ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト

(ⅱ)

型
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
介

護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
特
別
介
護

(ⅱ)

医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療

院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

若
し
く
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
特
別
介
護

(ⅱ)

医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
ユ
ニ
ッ
ト
型
Ⅱ
型
特
別
介
護
医
療

院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
者
が
利
用
す
る
居
室
、

(ⅱ)

療
養
室
又
は
病
室
を
い
う
。

三

こ
の
表
に
お
い
て
「
従
来
型
個
室
（
特
養
等
）
」
と
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

三

こ
の
表
に
お
い
て
「
従
来
型
個
室
（
特
養
等
）
」
と
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
単
独
型
短
期
入
所
生
活
介
護
費

若
し

ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
単
独
型
短
期
入
所
生
活
介
護
費

若
し

(Ⅰ)

(Ⅰ)

く
は
併
設
型
短
期
入
所
生
活
介
護
費

、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給

く
は
併
設
型
短
期
入
所
生
活
介
護
費

、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給

(Ⅰ)

(Ⅰ)

付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介

付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介

護
費

若
し
く
は
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護

護
費

若
し
く
は
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護

(Ⅰ)

(Ⅰ)

費

、
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
介
護
福
祉

費

、
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
介
護
福
祉

(Ⅰ)

(Ⅰ)

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

若
し
く
は
経
過
的
小
規
模
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

若
し
く
は
小
規
模
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
指

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

又
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
単
独
型
介

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
単
独
型
介
護
予
防

護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費

若
し
く
は
併
設
型
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活

短
期
入
所
生
活
介
護
費

若
し
く
は
併
設
型
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費

(Ⅰ)

(Ⅰ)

介
護
費

を
算
定
す
べ
き
者
が
利
用
す
る
居
室
を
い
う
。

を
算
定
す
べ
き
者
が
利
用
す
る
居
室
を
い
う
。

(Ⅰ)

(Ⅰ)

四

こ
の
表
に
お
い
て
「
従
来
型
個
室
（
老
健
・
療
養
等
）
」
と
は
、
指
定
居
宅

四

こ
の
表
に
お
い
て
「
従
来
型
個
室
（
老
健
・
療
養
等
）
」
と
は
、
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所

療
養
介
護
費

の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

若
し
く
は
介

療
養
介
護
費

の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
介
護
老
人

(Ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所

保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介

(ⅱ)

(Ⅱ)

療
養
介
護
費

の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
介
護
老
人

護
費

、
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
介
護
老
人
保
健
施

(Ⅱ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅲ)

保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介

設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病

(Ⅲ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

護
費

、
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
介
護
老
人
保
健
施

院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護

(ⅰ)

(Ⅳ)

(ⅰ)

設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病

費

の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所

(ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護

療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床

(ⅱ)

(Ⅲ)

(ⅰ)

費

の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所

経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介

(Ⅰ)

(ⅲ)

(Ⅰ)

療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床

護
費

、
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床

(Ⅱ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅱ)

短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院

経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
診
療

(Ⅲ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

567
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療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入

所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
診
療
所
短

(Ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅱ)

所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院

期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症

(ⅰ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅱ)

の
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療

(Ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
診
療

養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短

(ⅲ)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

(ⅰ)

所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認

期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症

(ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅳ)

(ⅰ)

知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護

疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(ⅰ)

(Ⅴ)

(ⅰ)

費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所

若
し
く
は
認
知
症
疾
患
型
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
指
定
施
設
サ
ー

(Ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型

ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の

(Ⅲ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
介
護
保
健

(Ⅳ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅱ)

症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
介
護
保
健
施
設
サ
ー

(Ⅴ)

(ⅰ)

(Ⅲ)

、
認
知
症
疾
患
型
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
短

ビ
ス
費

、
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
介
護
療
養
施
設

(ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

期
入
所
療
養
介
護
費

の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
Ⅰ
型

サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
介
護
療
養

(Ⅰ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅱ)

介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
介
護

(Ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅲ)

護
費

、
Ⅰ
型
介
護
医
療
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
Ⅰ
型
介
護
医
療

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の

(ⅰ)

(Ⅲ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の

療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施

(ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

Ⅱ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療

設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
診
療
所

(ⅰ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

養
介
護
費

の
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
Ⅱ
型
介
護
医
療

型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

(Ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、

、
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー

(Ⅲ)

(ⅰ)

(Ⅱ)

Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
院
短
期

ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型

(ⅰ)

(Ⅰ)

入
所
療
養
介
護
費

若
し
く
は
Ⅱ
型
特
別
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

(ⅰ)

(ⅰ)

の
Ⅱ
型
特
別
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療

(ⅰ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
介
護
保

養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認

(Ⅰ)

(Ⅲ)

(ⅰ)

健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

若
し
く
は
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
介
護
保
健

知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設

(ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅳ)

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
介
護
保
健
施
設
サ
ー

サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾

(Ⅱ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅴ)

ビ
ス
費

の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

若
し
く
は
認
知
症
疾
患
型
経
過
型
介
護
療

(Ⅲ)

(ⅰ)

(Ⅳ)

(ⅰ)

の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の

養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表

(ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
介
護

(ⅱ)

(Ⅰ)

の
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ

老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
介
護
老
人
保
健
施
設
介

(Ⅰ)

(ⅲ)

(ⅰ)

ス
費

の
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所

(Ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

568
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ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
経
過
型
介
護

療
養
介
護
費

、
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の

(Ⅲ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅲ)

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、

介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
介

(Ⅰ)

(ⅰ)

(ⅰ)

療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養

(Ⅱ)

(Ⅰ)

設
サ
ー
ビ
ス
費

、
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
診
療
所
型
介

介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養

(ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅱ)

護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
診

病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入

(ⅱ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病

(ⅲ)

(Ⅲ)

(ⅰ)

費

の
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養

院
療
養
病
床
経
過
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
経

(Ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知

過
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
経
過
型
介
護
予
防

(Ⅰ)

(ⅰ)

(ⅰ)

症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ

短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
経
過
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養

(Ⅱ)

(Ⅱ)

ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患

介
護
費

、
診
療
所
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
診
療
所
介
護
予
防

(ⅰ)

(Ⅲ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
診

(ⅰ)

(ⅰ)

(Ⅱ)

費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護

療
所
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入

(Ⅳ)

(ⅰ)

(ⅰ)

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、

所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認

(Ⅴ)

(ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅰ)

認
知
症
疾
患
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ

知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防

(Ⅰ)

(Ⅱ)

ー
ビ
ス
費

の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

、
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(Ⅰ)

(ⅰ)

(ⅰ)

費

の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

、
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
介

(Ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅲ)

(Ⅲ)

(ⅰ)

の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

の
Ⅱ
型

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養

(ⅰ)

(Ⅰ)

(Ⅳ)

介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

の
Ⅱ
型
介
護

介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾

(ⅰ)

(Ⅱ)

(ⅰ)

(Ⅴ)

医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

の
Ⅱ
型
介
護
医
療

患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

若
し
く
は
認
知
症
疾
患
型
経
過
型
介

(ⅰ)

(Ⅲ)

(ⅰ)

院
サ
ー
ビ
ス
費

、
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
の
Ⅰ
型
特
別
介
護
医

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
者
が
利
用
す
る
療
養
室
又
は

(ⅰ)

(Ⅰ)

療
院
サ
ー
ビ
ス
費

若
し
く
は
Ⅱ
型
特
別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
の
Ⅱ
型
特

病
室
を
い
う
。

(ⅰ)

別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

(ⅰ)

位
数
表
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
(Ⅰ)

の
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

若
し
く
は
介
護
老

(ⅰ)

人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護

(ⅱ)

予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療

(Ⅱ)

養
介
護
費

、
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
介

(ⅰ)

(Ⅲ)

護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
介
護
老
人
保
健
施
設

(ⅰ)

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介

(Ⅳ)

護

、
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床

(ⅰ)

(Ⅰ)

569
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介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療

(ⅱ)

養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療

(Ⅰ)

(ⅲ)

養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期

(Ⅱ)

入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の

(ⅱ)

(Ⅲ)

病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
経
過
型

(ⅰ)

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
経
過
型
介
護
予
防
短
期

(Ⅰ)

入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
経
過
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

(ⅰ)

費

の
病
院
療
養
病
床
経
過
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所

(Ⅱ)

(ⅰ)

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
診
療
所
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

(Ⅰ)

費

、
診
療
所
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
診
療
所
介
護
予
防
短
期

(ⅱ)

(Ⅰ)

入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
診
療
所

(ⅲ)

(Ⅱ)

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療

(ⅰ)

養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症

(Ⅰ)

(ⅰ)

疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期

(Ⅱ)

入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の

(ⅰ)

(Ⅲ)

認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
予

(ⅰ)

防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

(Ⅳ)

費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型

(ⅰ)

(Ⅴ)

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
経
過
型
介
護
予
防
短
期

(ⅰ)

入
所
療
養
介
護
費

、
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(Ⅰ)

(Ⅰ)

の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
Ⅰ
型
介
護
医
療
院

(ⅰ)

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所

(Ⅱ)

療
養
介
護
費

、
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
Ⅰ

(ⅰ)

(Ⅲ)

型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
介
護

(ⅰ)

予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養

(Ⅰ)

介
護
費

、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
Ⅱ
型
介

(ⅰ)

(Ⅱ)

護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防

(ⅰ)

短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

(Ⅲ)

費

、
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
Ⅰ
型
特
別

(ⅰ)
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

若
し
く
は
Ⅱ
型
特
別
介
護
医

(ⅰ)

570
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療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
Ⅱ
型
特
別
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短

期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
者
が
利
用
す
る
療
養
室
又
は
病
室
を
い

(ⅰ)

う
。

五

こ
の
表
に
お
い
て
「
多
床
室
（
特
養
等
）
」
と
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介

五

こ
の
表
に
お
い
て
「
多
床
室
（
特
養
等
）
」
と
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介

護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
単
独
型
短
期
入
所
生
活
介
護
費

若
し
く
は

護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
単
独
型
短
期
入
所
生
活
介
護
費

若
し
く
は

(Ⅱ)

(Ⅱ)

併
設
型
短
期
入
所
生
活
介
護
費

、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費

併
設
型
短
期
入
所
生
活
介
護
費

、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費

(Ⅱ)

(Ⅱ)

単
位
数
表
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

単
位
数
表
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

若
し
く
は
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

若
し
く
は
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

、
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
介
護
福
祉
施
設

、
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
介
護
福
祉
施
設

サ
ー
ビ
ス
費

若
し
く
は
経
過
的
小
規
模
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は

サ
ー
ビ
ス
費

若
し
く
は
小
規
模
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
指
定
介

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
単
独
型
介
護
予

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
単
独
型
介
護
予
防
短
期

防
短
期
入
所
生
活
介
護
費

若
し
く
は
併
設
型
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

入
所
生
活
介
護
費

若
し
く
は
併
設
型
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費

を

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

費

を
算
定
す
べ
き
者
が
利
用
す
る
居
室
を
い
う
。

算
定
す
べ
き
者
が
利
用
す
る
居
室
を
い
う
。

(Ⅱ)

六

こ
の
表
に
お
い
て
「
多
床
室
（
老
健
・
療
養
等
）
と
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

六

こ
の
表
に
お
い
て
「
多
床
室
（
老
健
・
療
養
等
）
と
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介

ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介

護
費

の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

若
し
く
は
介
護
老
人

護
費

の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
介
護
老
人
保
健
施

(Ⅰ)

(ⅲ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介

設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
入

(ⅳ)

(Ⅱ)

護
費

の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
入
所
療
養
介
護
費

、

所
療
養
介
護
費

、
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
介
護
老

(Ⅱ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入

人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護

(Ⅲ)

(ⅱ)

所
療
養
介
護
費

、
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
介
護
老

費

の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所

(ⅱ)

(Ⅳ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護

療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床

(ⅱ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

費

の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所

短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院

(Ⅰ)

(ⅳ)

(Ⅲ)

(ⅱ)

療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床

療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入

(Ⅰ)

(ⅴ)

(Ⅰ)

短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院

所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院

(Ⅰ)

(ⅵ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(Ⅱ)

(ⅱ)

、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療

の
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の

(ⅲ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
短

診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(ⅳ)

(Ⅲ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養

(ⅱ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短

介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期

(ⅱ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、

入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾

(Ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

(ⅱ)

571
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診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療

患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、

(Ⅰ)

(ⅳ)

(Ⅳ)

(ⅱ)

所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所
短

認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介

(Ⅰ)

(ⅴ)

(Ⅴ)

期
入
所
療
養
介
護
費

の
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所
短
期
入

護
費

若
し
く
は
認
知
症
疾
患
型
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
指
定
施

(Ⅰ)

(ⅵ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

所
療
養
介
護
費

の
診
療
所
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期

設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

(Ⅱ)

(ⅱ)

入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾

費

の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
介

(Ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、

護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
介
護
保
健
施

(Ⅱ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介

設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
介
護
療

(Ⅲ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入

養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
介

(ⅱ)

(Ⅳ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患

護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養

(ⅱ)

(Ⅴ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
経
過
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

(ⅱ)

(ⅱ)

、
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
短
期
入

費

の
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
経
過
型
介
護

(Ⅱ)

(Ⅰ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

所
療
養
介
護
費

、
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
Ⅰ
型
介
護

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、

(ⅱ)

(Ⅱ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ

(ⅱ)

(Ⅰ)

の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
短
期
入

ス
費

、
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
診
療
所
型
介
護
療
養
施

(Ⅲ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

所
療
養
介
護
費

の
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
Ⅱ
型
介
護

設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症

(Ⅰ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー

(Ⅱ)

(ⅱ)

、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
短
期
入

ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型

(ⅱ)

(Ⅲ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

所
療
養
介
護
費

、
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
Ⅰ
型
特

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

(ⅱ)

(Ⅲ)

別
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

若
し
く
は
Ⅱ
型
特
別
介
護
医
療
院
短

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療

(ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅳ)

期
入
所
療
養
介
護
費
の
Ⅱ
型
特
別
介
護
医
療
院
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
指

養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認

(ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅴ)

定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
介
護
保
健
施
設
サ
ー

知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

若
し
く
は
認
知
症
疾
患
型
経
過
型

(ⅱ)

ビ
ス
費

の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

若
し
く
は
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

(Ⅰ)

(ⅲ)

(Ⅱ)

ス
費

、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、

位
数
表
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(ⅳ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
介
護
保
健

の
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
介
護
老
人
保
健

(Ⅲ)

(ⅱ)

(ⅱ)

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
介
護
療
養
施

施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短

(Ⅳ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
介
護
療

期
入
所
療
養
介
護
費

、
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

(Ⅰ)

(ⅳ)

(ⅱ)

養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
介

費

の
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養

(Ⅰ)

(ⅴ)

(Ⅲ)

(ⅱ)

護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養

病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入

(Ⅰ)

(ⅵ)

(Ⅰ)

型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、

所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病

(Ⅱ)

(ⅲ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防

(Ⅱ)

(ⅱ)

572
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、
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ

短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(ⅳ)

(Ⅲ)

(Ⅲ)

ス
費

、
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
療
養
型
経
過
型
介

、
病
院
療
養
病
床
経
過
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養

(ⅱ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

病
床
経
過
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
経
過
型
介

(ⅱ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

の
療
養
型
経
過
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
経
過
型
介
護
予
防
短
期
入

(ⅱ)

(Ⅱ)

サ
ー
ビ
ス
費

の
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
診
療
所
型
介
護

所
療
養
介
護
費

、
診
療
所
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
診
療
所
介

(Ⅰ)

(ⅳ)

(ⅱ)

(Ⅰ)

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
診
療

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(Ⅰ)

(ⅴ)

(ⅱ)

所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
診
療
所
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(ⅱ)

、
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
診
療
所
型
介
護
療
養
施
設
サ

短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(ⅵ)

(Ⅱ)

(Ⅰ)

ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
介

(ⅱ)

(Ⅰ)

(ⅱ)

(Ⅱ)

型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養

(ⅱ)

(ⅱ)

費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護

介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾

(Ⅱ)

(ⅱ)

(Ⅲ)

(ⅱ)

療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、

患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入

(Ⅲ)

(ⅱ)

(Ⅳ)

認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施

所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認

(Ⅳ)

(ⅱ)

(Ⅴ)

設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症

知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

若
し
く
は
認
知
症
疾
患
型
経

(ⅱ)

(Ⅴ)

(ⅱ)

疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
経
過
型
介
護
療
養
施

過
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
者
が
利
用
す
る
療
養

(ⅱ)

(Ⅱ)

設
サ
ー
ビ
ス
費

、
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ

室
又
は
病
室
を
い
う
。

(Ⅱ)

(Ⅰ)

ー
ビ
ス

、
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

(ⅱ)

(Ⅱ)

費

、
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

、

(ⅱ)

(Ⅲ)

(ⅱ)

Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

の
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

、
Ⅱ
型

(Ⅰ)

(ⅱ)

介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

の
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

、
Ⅱ
型
介
護

(Ⅱ)

(ⅱ)

医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

の
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

、
Ⅰ
型
特
別
介
護

(Ⅲ)

(ⅱ)

医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
の
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

若
し
く
は
Ⅱ
型

(ⅱ)

特
別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費
の
Ⅱ
型
特
別
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス
費

又
は

(ⅱ)

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健

施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短

(Ⅰ)

期
入
所
療
養
介
護
費

若
し
く
は
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療

(ⅲ)

養
介
護
費

、
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
介

(ⅳ)

(Ⅱ)

護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
介
護
老
人
保
健
施
設

(ⅱ)

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入

(Ⅲ)

所
療
養
介
護
費

、
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(ⅱ)

(Ⅳ)

573
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の
介
護
老
人
保
健
施
設
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床

(ⅱ)

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療

(Ⅰ)

養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療

(ⅳ)

(Ⅰ)

養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期

(ⅴ)

入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、

(Ⅰ)

(ⅵ)

病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
介
護
予

(Ⅱ)

防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

(ⅲ)

費

の
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床

(Ⅱ)

(ⅳ)

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
介
護
予
防
短
期
入
所
療

(Ⅲ)

養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床
経
過
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の

(ⅱ)

(Ⅰ)

病
院
療
養
病
床
経
過
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
病
院
療
養
病
床

(ⅱ)

経
過
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
病
院
療
養
病
床
経
過
型
介
護
予

(Ⅱ)

防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の

(ⅱ)

(Ⅰ)

診
療
所
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所
介
護
予
防
短
期
入
所
療

(ⅳ)

養
介
護
費

の
診
療
所
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
診
療
所
介
護
予

(Ⅰ)

(ⅴ)

防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
診
療
所
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、

(Ⅰ)

(ⅵ)

診
療
所
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
診
療
所
介
護
予
防
短
期
入
所
療

(Ⅱ)

養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症

(ⅱ)

(Ⅰ)

疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期

(ⅱ)

入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、

(Ⅱ)

(ⅱ)

認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
予

(Ⅲ)

防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

(ⅱ)

費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型

(Ⅳ)

(ⅱ)

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療

(Ⅴ)

養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
経
過
型
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、

(ⅱ)

(Ⅱ)

Ⅰ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
介

(Ⅰ)

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療

(ⅱ)

養
介
護
費

の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
Ⅰ
型

(Ⅱ)

(ⅱ)

介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
Ⅰ
型
介
護
医
療
院
介
護
予

(Ⅲ)

防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介

(ⅱ)
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護
費

の
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
Ⅱ
型
介
護

(Ⅰ)

(ⅱ)

医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短

(Ⅱ)

期
入
所
療
養
介
護
費

、
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

(ⅱ)

の
Ⅱ
型
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
Ⅰ
型
特
別
介
護

(Ⅲ)

(ⅱ)

医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
Ⅰ
型
特
別
介
護
医
療
院
介
護
予
防

短
期
入
所
療
養
介
護
費

若
し
く
は
Ⅱ
型
特
別
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入

(ⅱ)

所
療
養
介
護
費
の
Ⅱ
型
特
別
介
護
医
療
院
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
(ⅱ)

を
算
定
す
べ
き
者
が
利
用
す
る
療
養
室
又
は
病
室
を
い
う
。
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参考２－13

介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定

する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の

三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額

576



- 1 -

○

介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
負
担
限
度
額
及
び
同
法
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
滞
在
費
の
負
担
限
度
額
（
平

成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
十
四
号
）
（
抄
）
【
平
成
三
十
年
四
月
一
日
施
行
（
予
定
）
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

所
得
の
区
分

居
室
等
の
区
分

額

所
得
の
区
分

居
室
等
の
区
分

額

一

イ

介
護
保
険
法
施
行
規
則

（
略
）

（
略
）

一

イ

介
護
保
険
法
施
行
規
則

（
略
）

（
略
）

（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多

一
日
に
つ

（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令

ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室

一
日
に
つ

第
三
十
六
号
。
以
下
「
施

床
室

き
千
三
百

第
三
十
六
号
。
以
下
「
施

き
千
三
百

行
規
則
」
と
い
う
。
）
第

十
円

行
規
則
」
と
い
う
。
）
第

十
円

八
十
三
条
の
五
第
一
号
に

（
略
）

（
略
）

八
十
三
条
の
五
第
一
号
に

（
略
）

（
略
）

掲
げ
る
者

掲
げ
る
者

ロ

施
行
規
則
第
八
十
三
条

ロ

施
行
規
則
第
八
十
三
条

の
五
第
二
号
に
掲
げ
る
者

の
五
第
二
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
っ
て
、
居
住
費
等
の

で
あ
っ
て
、
居
住
費
等
の

負
担
限
度
額
が
こ
の
項
の

負
担
限
度
額
が
こ
の
項
の

下
欄
に
掲
げ
る
額
で
あ
っ

下
欄
に
掲
げ
る
額
で
あ
っ

た
と
す
れ
ば
保
護
（
生
活

た
と
す
れ
ば
保
護
（
生
活

保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年

保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
四
十
四
号
）
第

法
律
第
百
四
十
四
号
）
第

二
条
に
規
定
す
る
保
護
を

二
条
に
規
定
す
る
保
護
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

必
要
と
し
な
い
状
態
と
な

必
要
と
し
な
い
状
態
と
な

る
も
の

る
も
の

ハ

施
行
規
則
第
八
十
三
条

ハ

施
行
規
則
第
八
十
三
条

の
五
第
四
号
に
掲
げ
る
者

の
五
第
四
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
っ
て
、
法
第
五
十
一

で
あ
っ
て
、
法
第
五
十
一

条
の
三
第
二
項
第
二
号
に

条
の
三
第
二
項
第
二
号
に

規
定
す
る
居
住
費
の
負
担

規
定
す
る
居
住
費
の
負
担
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限
度
額
が
こ
の
項
の
下
欄

限
度
額
が
こ
の
項
の
下
欄

に
掲
げ
る
額
で
あ
っ
た
と

に
掲
げ
る
額
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
施
行
規
則
第
八
十

す
れ
ば
施
行
規
則
第
八
十

三
条
の
五
第
四
号
イ
の
規

三
条
の
五
第
四
号
イ
の
規

定
に
該
当
し
な
い
こ
と
と

定
に
該
当
し
な
い
こ
と
と

な
る
も
の

な
る
も
の

二

イ

施
行
規
則
第
八
十
三
条

（
略
）

（
略
）

二

イ

施
行
規
則
第
八
十
三
条

（
略
）

（
略
）

の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
者

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多

一
日
に
つ

の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
者

ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室

一
日
に
つ

で
あ
っ
て
、
特
定
介
護
サ

床
室

き
四
百
九

で
あ
っ
て
、
特
定
介
護
サ

き
四
百
九

ー
ビ
ス
（
法
第
五
十
一
条

十
円

ー
ビ
ス
（
法
第
五
十
一
条

十
円

の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

（
略
）

（
略
）

の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

（
略
）

（
略
）

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
い

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は

特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

（
法
第
六
十
一
条
の
三
第

（
法
第
六
十
一
条
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る
特
定
介

一
項
に
規
定
す
る
特
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け

。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け

る
日
の
属
す
る
年
の
前
年

る
日
の
属
す
る
年
の
前
年

（
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
又

（
特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
又

は
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

は
特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る

ス
を
受
け
る
日
の
属
す
る

月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で

月
が
一
月
か
ら
七
月
ま
で

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前

々
年
）
中
の
公
的
年
金
等

々
年
）
中
の
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
（
所
得
税
法

の
収
入
金
額
（
所
得
税
法

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三

十
三
号
）
第
三
十
五
条
第

十
三
号
）
第
三
十
五
条
第

二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
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を
い
う
。
）
及
び
、
当
該

を
い
う
。
）
及
び
、
当
該

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
又
は

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
又
は

特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
る
日
の
属
す
る
年

を
受
け
る
日
の
属
す
る
年

の
前
年
（
当
該
特
定
介
護

の
前
年
（
当
該
特
定
介
護

サ
ー
ビ
ス
又
は
特
定
介
護

サ
ー
ビ
ス
又
は
特
定
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

予
防
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

日
の
属
す
る
月
が
一
月
か

日
の
属
す
る
月
が
一
月
か

ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ

ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
前
々
年
）
の
合

っ
て
は
、
前
々
年
）
の
合

計
所
得
金
額
（
地
方
税
法

計
所
得
金
額
（
地
方
税
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
二
十
六
号
）
第
二
百

二
百
二
十
六
号
）
第
二
百

九
十
二
条
第
一
項
第
十
三

九
十
二
条
第
一
項
第
十
三

号
に
規
定
す
る
合
計
所
得

号
に
規
定
す
る
合
計
所
得

金
額
を
い
い
、
そ
の
額
が

金
額
を
い
い
、
そ
の
額
が

零
を
下
回
る
場
合
に
は
、

零
を
下
回
る
場
合
に
は
、

零
と
す
る
。
）
及
び
当
該

零
と
す
る
。
）
及
び
当
該

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
又
は

特
定
介
護
サ
ー
ビ
ス
又
は

特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

特
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
る
日
の
属
す
る
年

を
受
け
る
日
の
属
す
る
年

の
前
年
（
当
該
特
定
介
護

の
前
年
（
当
該
特
定
介
護

サ
ー
ビ
ス
又
は
特
定
介
護

サ
ー
ビ
ス
又
は
特
定
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

予
防
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

日
の
属
す
る
月
が
一
月
か

日
の
属
す
る
月
が
一
月
か

ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ

ら
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
前
々
年
）
の
厚

っ
て
は
、
前
々
年
）
の
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
年

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
年

金
の
収
入
金
額
の
総
額
の

金
の
収
入
金
額
の
総
額
の

合
計
額
が
八
十
万
円
以
下

合
計
額
が
八
十
万
円
以
下
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の
も
の

の
も
の

ロ

施
行
規
則
第
八
十
三
条

ロ

施
行
規
則
第
八
十
三
条

の
五
第
二
号
に
掲
げ
る
者

の
五
第
二
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
っ
て
、
当
該
者
の
居

で
あ
っ
て
、
当
該
者
の
居

住
費
等
の
負
担
限
度
額
が

住
費
等
の
負
担
限
度
額
が

こ
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る

こ
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る

額
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
保

額
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
保

護
を
必
要
と
し
な
い
状
態

護
を
必
要
と
し
な
い
状
態

と
な
る
も
の
（
一
の
項
ロ

と
な
る
も
の
（
一
の
項
ロ

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

三

イ

施
行
規
則
第
八
十
三
条

（
略
）

（
略
）

三

イ

施
行
規
則
第
八
十
三
条

（
略
）

（
略
）

の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
者

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多

一
日
に
つ

の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
者

ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室

一
日
に
つ

で
あ
っ
て
、
国
民
年
金
法

床
室

き
四
百
九

で
あ
っ
て
、
国
民
年
金
法

き
四
百
九

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

十
円

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

十
円

律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第

（
略
）

（
略
）

律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第

（
略
）

（
略
）

三
十
四
号
）
附
則
第
三
十

三
十
四
号
）
附
則
第
三
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
一

も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
国
民
年
金
法
（
昭
和
三

の
国
民
年
金
法
（
昭
和
三

十
四
年
法
律
第
百
四
十
一

十
四
年
法
律
第
百
四
十
一

号
）
に
基
づ
く
老
齢
福
祉

号
）
に
基
づ
く
老
齢
福
祉

年
金
（
そ
の
金
額
に
つ
き

年
金
（
そ
の
金
額
に
つ
き

支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る

支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る

も
の
を
除
く
。
）
の
受
給

も
の
を
除
く
。
）
の
受
給

権
を
有
す
る
も
の

権
を
有
す
る
も
の

ロ

施
行
規
則
第
八
十
三
条

ロ

施
行
規
則
第
八
十
三
条

の
五
第
二
号
に
掲
げ
る
者

の
五
第
二
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
っ
て
、
居
住
費
等
の

で
あ
っ
て
、
居
住
費
等
の

580
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負
担
限
度
額
が
こ
の
項
の

負
担
限
度
額
が
こ
の
項
の

下
欄
に
掲
げ
る
額
で
あ
っ

下
欄
に
掲
げ
る
額
で
あ
っ

た
と
す
れ
ば
保
護
を
必
要

た
と
す
れ
ば
保
護
を
必
要

と
し
な
い
状
態
と
な
る
も

と
し
な
い
状
態
と
な
る
も

の
（
一
の
項
ロ
及
び
二
の

の
（
一
の
項
ロ
及
び
二
の

項
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く

項
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除
く

。
）

。
）

ハ

施
行
規
則
第
八
十
三
条

ハ

施
行
規
則
第
八
十
三
条

の
五
第
三
号
に
掲
げ
る
者

の
五
第
三
号
に
掲
げ
る
者

備
考

備
考

一

（
略
）

一

（
略
）

二

こ
の
表
に
お
い
て
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多
床
室
」
と
は
、
居
住
費
用

二

こ
の
表
に
お
い
て
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室
」
と
は
、
居
住
費
用
告
示

告
示
の
表
備
考
二
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多
床
室
を
い
う
。

の
表
備
考
二
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室
を
い
う
。

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）
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参考２－14

介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定

する特定介護老人福祉施設における居住に要す

る平均的な費用の額及び施設の状況その他の事

情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額

582
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○

介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
居
住
に
要
す
る
平
均
的
な
費
用
の
額
及
び
施
設
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を

勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
費
用
の
額
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
十
六
号
）
（
抄
）
【
平
成
三
十
年
四
月
一
日
施
行
（
予
定
）
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

区
分

額

区
分

額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多
床
室

一
日
に
つ
き
千
六
百
四
十
円

ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室

一
日
に
つ
き
千
六
百
四
十
円

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

一

こ
の
表
に
お
い
て
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
」
と
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

一

こ
の
表
に
お
い
て
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
」
と
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告

ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
百
二
十
六
号
）
別
表
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表

示
第
百
二
十
六
号
）
別
表
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表

（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）

（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）

に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護

に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護

費

又
は
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準

費

若
し
く
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
旧
措
置
入
所
者
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

(Ⅰ)

(Ⅰ)

（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護

祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

又
は
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の

(Ⅰ)

給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
別
表
指

と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
経
過
的
小
規
模
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等

ス
費

を
算
定
す
べ
き
者
が
利
用
す
る
居
室
を
い
う
。

介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
旧
措
置
入
所

(Ⅰ)

者
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

若
し
く
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
小
規
模
旧
措
置
入
所

(Ⅰ)

者
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
者
が
利
用
す
る
居
室
を
い
う

(Ⅰ)

。

二

こ
の
表
に
お
い
て
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多
床
室
」
と
は
、
指
定
地
域
密
着

二

こ
の
表
に
お
い
て
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室
」
と
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
介

ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
介
護
老
人

護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

又
は
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給

福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

若
し
く
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
旧
措
置
入
所
者
経
過

(Ⅱ)

(Ⅱ)

付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
経
過
的
小
規
模
介
護
福
祉
施
設
サ
ー

的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費

又
は
指
定
施
設
サ

(Ⅱ)

ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
者
が
利
用
す
る
居
室
を
い
う
。

ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
旧
措
置
入
所
者
介

(Ⅱ)

護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

若
し
く
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
小
規
模
旧
措
置
入
所
者
介

(Ⅱ)
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護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
者
が
利
用
す
る
居
室
を
い
う
。

(Ⅱ)

三

こ
の
表
に
お
い
て
「
従
来
型
個
室
」
と
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介

三

こ
の
表
に
お
い
て
「
従
来
型
個
室
」
と
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介

護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生

護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生

活
介
護
費

又
は
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る

活
介
護
費

若
し
く
は
旧
措
置
入
所
者
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

(Ⅰ)

(Ⅰ)

経
過
的
小
規
模
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
者
が
利
用
す
る

設
入
所
者
生
活
介
護
費

又
は
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表

(Ⅰ)

(Ⅰ)

居
室
を
い
う
。

に
規
定
す
る
旧
措
置
入
所
者
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

若
し
く
は
小
規
模

(Ⅰ)

旧
措
置
入
所
者
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
者
が
利
用
す
る

(Ⅰ)

居
室
を
い
う
。

四

こ
の
表
に
お
い
て
「
多
床
室
」
と
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給

四

こ
の
表
に
お
い
て
「
多
床
室
」
と
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給

付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介

付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介

護
費

又
は
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規
定
す
る
経
過

護
費

若
し
く
は
旧
措
置
入
所
者
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入

(Ⅱ)

(Ⅱ)

的
小
規
模
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
者
が
利
用
す
る
居
室

所
者
生
活
介
護
費

又
は
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
に
規

(Ⅱ)

(Ⅱ)

を
い
う
。

定
す
る
旧
措
置
入
所
者
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

若
し
く
は
小
規
模
旧
措

(Ⅱ)

置
入
所
者
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
者
が
利
用
す
る
居
室

(Ⅱ)

を
い
う
。
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○

介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
特
定
負
担
限
度
額
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
十
八
号
）
（
抄
）
【
平
成
三
十
年
四
月

一
日
施
行
（
予
定
）
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

所
得
の
区
分

居
室
等
の
区
分

額

所
得
の
区
分

居
室
等
の
区
分

額

一

イ

介
護
保
険
法
施
行
規
則

（
略
）

（
略
）

一

イ

介
護
保
険
法
施
行
規
則

（
略
）

（
略
）

（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令

（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令

第
三
十
六
号
。
以
下
「
施

第
三
十
六
号
。
以
下
「
施

行
規
則
」
と
い
う
。
）
第

行
規
則
」
と
い
う
。
）
第

百
七
十
二
条
の
二
に
お
い

百
七
十
二
条
の
二
に
お
い

て
準
用
す
る
施
行
規
則
第

て
準
用
す
る
施
行
規
則
第

八
十
三
条
の
五
第
一
号
に

八
十
三
条
の
五
第
一
号
に

掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
平

掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
平

成
十
七
年
九
月
三
十
日
に

成
十
七
年
九
月
三
十
日
に

お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多

一
日
に
つ

お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
が

ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室

（
略
）

定
め
る
旧
措
置
入
所
者
の

床
室

き
千
三
百

定
め
る
旧
措
置
入
所
者
の

所
得
の
区
分
及
び
割
合
（

十
円

所
得
の
区
分
及
び
割
合
（

平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示

平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示

第
六
十
三
号
）
の
表
の
下

第
六
十
三
号
）
の
表
の
下

欄
の
割
合
が
百
分
の
九
十

欄
の
割
合
が
百
分
の
九
十

五
以
上
で
あ
る
者
（
以
下

五
以
上
で
あ
る
者
（
以
下

「
特
定
旧
措
置
入
所
者
」

「
特
定
旧
措
置
入
所
者
」

と
い
う
。
）
以
外
の
も
の

と
い
う
。
）
以
外
の
も
の

ロ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

ロ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

（
略
）

（
略
）

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

（
略
）

（
略
）

の
五
第
二
号
に
掲
げ
る
者

の
五
第
二
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
っ
て
、
居
住
費
の
特

で
あ
っ
て
、
居
住
費
の
特
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定
負
担
限
度
額
が
こ
の
項

定
負
担
限
度
額
が
こ
の
項

の
下
欄
に
掲
げ
る
額
で
あ

の
下
欄
に
掲
げ
る
額
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
保
護
（
生

っ
た
と
す
れ
ば
保
護
（
生

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

第
二
条
に
規
定
す
る
保
護

第
二
条
に
規
定
す
る
保
護

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
必
要
と
し
な
い
状
態
と

を
必
要
と
し
な
い
状
態
と

な
る
も
の
で
、
か
つ
、
特

な
る
も
の
で
、
か
つ
、
特

定
旧
措
置
入
所
者
以
外
の

定
旧
措
置
入
所
者
以
外
の

も
の

も
の

ハ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

ハ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

の
五
第
四
号
に
掲
げ
る
者

の
五
第
四
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
っ
て
、
居
住
費
の
特

で
あ
っ
て
、
居
住
費
の
特

定
負
担
限
度
額
が
こ
の
項

定
負
担
限
度
額
が
こ
の
項

の
下
欄
に
掲
げ
る
額
で
あ

の
下
欄
に
掲
げ
る
額
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
同
号
イ
の

っ
た
と
す
れ
ば
同
号
イ
の

規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と

規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と

と
な
る
も
の

と
な
る
も
の

二

特
定
旧
措
置
入
所
者
で
あ
っ

（
略
）

（
略
）

二

特
定
旧
措
置
入
所
者
で
あ
っ

（
略
）

（
略
）

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の

す
る
も
の

イ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

イ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多

一
日
に
つ

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室

一
日
に
つ

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

床
室

き
零
円

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

従
来
型
個
室

き
零
円

の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
者

従
来
型
個
室

の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
者

多
床
室

ロ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

多
床
室

ロ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
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る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

の
五
第
二
号
に
掲
げ
る
者

の
五
第
二
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
っ
て
、
居
住
費
の
特

で
あ
っ
て
、
居
住
費
の
特

定
負
担
限
度
額
が
こ
の
項

定
負
担
限
度
額
が
こ
の
項

の
下
欄
に
掲
げ
る
額
で
あ

の
下
欄
に
掲
げ
る
額
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
保
護
を
必

っ
た
と
す
れ
ば
保
護
を
必

要
と
し
な
い
状
態
と
な
る

要
と
し
な
い
状
態
と
な
る

も
の

も
の

三

特
定
旧
措
置
入
所
者
以
外
の

（
略
）

（
略
）

三

特
定
旧
措
置
入
所
者
以
外
の

（
略
）

（
略
）

者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の

か
に
該
当
す
る
も
の

イ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

イ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多

一
日
に
つ

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室

一
日
に
つ

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

床
室

き
四
百
九

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

き
四
百
九

の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
者

十
円

の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
者

十
円

で
あ
っ
て
、
指
定
地
域
密

で
あ
っ
て
、
指
定
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
保

（
略
）

（
略
）

着
型
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
保

（
略
）

（
略
）

険
法
（
平
成
九
年
法
律
第

険
法
（
平
成
九
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
二

百
二
十
三
号
）
第
四
十
二

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
を
い
い
、
同
法
第
八

ビ
ス
を
い
い
、
同
法
第
八

条
第
二
十
一
項
第
八
条
第

条
第
二
十
一
項
第
八
条
第

二
十
二
項
に
規
定
す
る
地

二
十
二
項
に
規
定
す
る
地

域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉

域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉

施
設
入
所
者
生
活
介
護
に

施
設
入
所
者
生
活
介
護
に

限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又

限
る
。
以
下
同
じ
。
）
又

は
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ

は
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ

ー
ビ
ス
（
同
法
第
四
十
八

ー
ビ
ス
（
同
法
第
四
十
八

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
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す
る
指
定
介
護
福
祉
施
設

す
る
指
定
介
護
福
祉
施
設

サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下

サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
受
け
る
日
の

同
じ
。
）
を
受
け
る
日
の

属
す
る
年
の
前
年
（
指
定

属
す
る
年
の
前
年
（
指
定

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
又

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
又

は
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ

は
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ

ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属

ー
ビ
ス
を
受
け
る
日
の
属

す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月

す
る
月
が
一
月
か
ら
七
月

ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は

ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は

、
前
々
年
）
中
の
公
的
年

、
前
々
年
）
中
の
公
的
年

金
等
の
収
入
金
額
（
所
得

金
等
の
収
入
金
額
（
所
得

税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律

税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律

第
三
十
三
号
）
第
三
十
五

第
三
十
三
号
）
第
三
十
五

条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

す
る
公
的
年
金
等
の
収
入

す
る
公
的
年
金
等
の
収
入

金
額
を
い
う
。
）
及
び
当

金
額
を
い
う
。
）
及
び
当

該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

該
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
又
は
指
定
介
護
福
祉

ビ
ス
又
は
指
定
介
護
福
祉

施
設
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

施
設
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

日
の
属
す
る
年
の
前
年
（

日
の
属
す
る
年
の
前
年
（

当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ

当
該
指
定
地
域
密
着
型
サ

ー
ビ
ス
又
は
指
定
介
護
福

ー
ビ
ス
又
は
指
定
介
護
福

祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

る
日
の
属
す
る
月
が
一
月

る
日
の
属
す
る
月
が
一
月

か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に

か
ら
七
月
ま
で
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
の

あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
の

合
計
所
得
金
額
（
地
方
税

合
計
所
得
金
額
（
地
方
税

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
二
十
六
号
）
第
二

第
二
百
二
十
六
号
）
第
二

百
九
十
二
条
第
一
項
第
十

百
九
十
二
条
第
一
項
第
十
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三
号
に
規
定
す
る
合
計
所

三
号
に
規
定
す
る
合
計
所

得
金
額
を
い
い
、
そ
の
額

得
金
額
を
い
い
、
そ
の
額

が
零
を
下
回
る
場
合
に
は

が
零
を
下
回
る
場
合
に
は

、
零
と
す
る
。
）
の
合
計

、
零
と
す
る
。
）
の
合
計

額
（
以
下
「
公
的
年
金
等

額
（
以
下
「
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
等
の
合
計
額

の
収
入
金
額
等
の
合
計
額

」
と
い
う
。
）
が
八
十
万

」
と
い
う
。
）
が
八
十
万

円
以
下
の
も
の

円
以
下
の
も
の

ロ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

ロ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

の
五
第
二
号
に
掲
げ
る
者

の
五
第
二
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
っ
て
、
居
住
費
の
特

で
あ
っ
て
、
居
住
費
の
特

定
負
担
限
度
額
が
こ
の
項

定
負
担
限
度
額
が
こ
の
項

の
下
欄
に
掲
げ
る
額
で
あ

の
下
欄
に
掲
げ
る
額
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
保
護
を
必

っ
た
と
す
れ
ば
保
護
を
必

要
と
し
な
い
状
態
と
な
る

要
と
し
な
い
状
態
と
な
る

も
の
（
一
の
項
ロ
に
掲
げ

も
の
（
一
の
項
ロ
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。
）

る
者
を
除
く
。
）

四

特
定
旧
措
置
入
所
者
で
あ
っ

（
略
）

（
略
）

四

特
定
旧
措
置
入
所
者
で
あ
っ

（
略
）

（
略
）

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の

す
る
も
の

イ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

イ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多

一
日
に
つ

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室

一
日
に
つ

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

床
室

き
四
百
九

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

き
四
百
九

の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
者

十
円
（
基

の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
者

十
円
（
基

で
あ
っ
て
、
公
的
年
金
等

準
額
か
ら

で
あ
っ
て
、
公
的
年
金
等

準
額
か
ら

の
収
入
金
額
等
の
合
計
額

当
該
基
準

の
収
入
金
額
等
の
合
計
額

当
該
基
準

が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る

額
に
百
分

が
八
十
万
円
以
下
で
あ
る

額
に
百
分

も
の

の
九
十
五

も
の

の
九
十
五
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ロ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

を
乗
じ
て

ロ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

を
乗
じ
て

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

得
た
額
を

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

得
た
額
を

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

控
除
し
た

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

控
除
し
た

の
五
第
二
号
に
掲
げ
る
者

額
に
食
費

の
五
第
二
号
に
掲
げ
る
者

額
に
食
費

で
あ
っ
て
、
居
住
費
の
特

の
特
定
負

で
あ
っ
て
、
居
住
費
の
特

の
特
定
負

定
負
担
限
度
額
が
こ
の
項

担
限
度
額

定
負
担
限
度
額
が
こ
の
項

担
限
度
額

の
下
欄
に
掲
げ
る
額
で
あ

（
施
行
法

の
下
欄
に
掲
げ
る
額
で
あ

（
施
行
法

っ
た
と
す
れ
ば
保
護
を
必

第
十
三
条

っ
た
と
す
れ
ば
保
護
を
必

第
十
三
条

要
と
し
な
い
状
態
と
な
る

第
五
項
第

要
と
し
な
い
状
態
と
な
る

第
五
項
第

も
の
（
二
の
項
ロ
に
掲
げ

一
号
に
規

も
の
（
二
の
項
ロ
に
掲
げ

一
号
に
規

る
者
を
除
く
。
）

定
す
る
食

る
者
を
除
く
。
）

定
す
る
食

費
の
特
定

費
の
特
定

負
担
限
度

負
担
限
度

額
を
い
う

額
を
い
う

。
以
下
同

。
以
下
同

じ
。
）
及

じ
。
）
及

び
居
住
費

び
居
住
費

の
特
定
負

の
特
定
負

担
限
度
額

担
限
度
額

を
加
え
た

を
加
え
た

額
が
、
介

額
が
、
介

護
保
険
法

護
保
険
法

の
施
行
の

の
施
行
の

際
現
に
介

際
現
に
介

護
保
険
法

護
保
険
法

施
行
法
第

施
行
法
第

二
十
条
の

二
十
条
の

規
定
に
よ

規
定
に
よ

る
改
正
前

る
改
正
前

の
老
人
福

の
老
人
福
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祉
法
（
昭

祉
法
（
昭

和
三
十
八

和
三
十
八

年
法
律
第

年
法
律
第

百
三
十
三

百
三
十
三

号
）
第
二

号
）
第
二

十
八
条
第

十
八
条
第

一
項
の
規

一
項
の
規

定
に
よ
り

定
に
よ
り

市
町
村
の

市
町
村
の

長
が
同
項

長
が
同
項

に
規
定
す

に
規
定
す

る
当
該
措

る
当
該
措

置
に
係
る

置
に
係
る

者
か
ら
徴

者
か
ら
徴

収
し
て
い

収
し
て
い

る
額
（
以

る
額
（
以

下
「
費
用

下
「
費
用

徴
収
額
」

徴
収
額
」

と
い
う
。

と
い
う
。

）
を
上
回

）
を
上
回

る
場
合
に

る
場
合
に

あ
っ
て
は

あ
っ
て
は

、
一
日
に

、
一
日
に

つ
き
零
円

つ
き
零
円

）

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五

特
定
旧
措
置
入
所
者
以
外
の

（
略
）

（
略
）

五

特
定
旧
措
置
入
所
者
以
外
の

（
略
）

（
略
）

者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の

か
に
該
当
す
る
も
の

イ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

イ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

592
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条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多

一
日
に
つ

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室

一
日
に
つ

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

床
室

き
四
百
九

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

き
四
百
九

の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
者

十
円

の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
者

十
円

で
あ
っ
て
、
国
民
年
金
法

で
あ
っ
て
、
国
民
年
金
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

（
略
）

（
略
）

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

（
略
）

（
略
）

律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第

律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第

三
十
四
号
）
附
則
第
三
十

三
十
四
号
）
附
則
第
三
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
同
法
第
一
条

も
の
と
さ
れ
同
法
第
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十

四
年
法
律
第
百
四
十
一
号

四
年
法
律
第
百
四
十
一
号

）
に
基
づ
く
老
齢
福
祉
年

）
に
基
づ
く
老
齢
福
祉
年

金
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支

金
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支

給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
も

給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
も

の
を
除
く
。
）
の
受
給
権

の
を
除
く
。
）
の
受
給
権

を
有
す
る
も
の
（
以
下
「

を
有
す
る
も
の
（
以
下
「

老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
」

老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
」

と
い
う
。
）

と
い
う
。
）

ロ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

ロ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

の
五
第
二
号
に
掲
げ
る
者

の
五
第
二
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
っ
て
、
居
住
費
の
特

で
あ
っ
て
、
居
住
費
の
特

定
負
担
限
度
額
が
こ
の
項

定
負
担
限
度
額
が
こ
の
項

の
下
欄
に
掲
げ
る
額
で
あ

の
下
欄
に
掲
げ
る
額
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
保
護
を
必

っ
た
と
す
れ
ば
保
護
を
必

要
と
し
な
い
状
態
と
な
る

要
と
し
な
い
状
態
と
な
る

も
の
（
一
の
項
ロ
及
び
三

も
の
（
一
の
項
ロ
及
び
三

593
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の
項
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除

の
項
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。
）

く
。
）

ハ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

ハ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

の
五
第
三
号
に
掲
げ
る
者

の
五
第
三
号
に
掲
げ
る
者

六

特
定
旧
措
置
入
所
者
で
あ
っ

（
略
）

（
略
）

六

特
定
旧
措
置
入
所
者
で
あ
っ

（
略
）

（
略
）

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の

す
る
も
の

イ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

イ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多

一
日
に
つ

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室

一
日
に
つ

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

床
室

き
零
円

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

従
来
型
個
室

き
零
円

の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
者

従
来
型
個
室

の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
者

多
床
室

で
あ
っ
て
、
老
齢
福
祉
年

多
床
室

で
あ
っ
て
、
老
齢
福
祉
年

金
受
給
者
又
は
こ
れ
に
準

金
受
給
者
又
は
こ
れ
に
準

ず
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

ず
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

ロ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

ロ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

の
五
第
二
号
に
掲
げ
る
者

の
五
第
二
号
に
掲
げ
る
者

で
あ
っ
て
、
居
住
費
の
特

で
あ
っ
て
、
居
住
費
の
特

定
負
担
限
度
額
が
こ
の
項

定
負
担
限
度
額
が
こ
の
項

の
下
欄
に
掲
げ
る
額
で
あ

の
下
欄
に
掲
げ
る
額
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
保
護
を
必

っ
た
と
す
れ
ば
保
護
を
必

要
と
し
な
い
状
態
と
な
る

要
と
し
な
い
状
態
と
な
る

も
の
（
二
の
項
ロ
及
び
四

も
の
（
二
の
項
ロ
及
び
四

の
項
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除

の
項
ロ
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。
）

く
。
）

ハ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

ハ

施
行
規
則
第
百
七
十
二

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
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る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

る
施
行
規
則
第
八
十
三
条

の
五

の
五

備
考

備
考

一

（
略
）

一

（
略
）

二

こ
の
表
に
お
い
て
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多
床
室
」
と
は
、
特
定
居
住

二

こ
の
表
に
お
い
て
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室
」
と
は
、
特
定
居
住
費
用
告

費
用
告
示
の
表
備
考
二
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多
床
室
を
い
う

示
の
表
備
考
二
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室
を
い
う
。

。
三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

五

基
準
額
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定

五

基
準
額
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定

に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
別
表

に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
別
表

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護

老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
イ
⑴
若
し
く
は
⑵
若
し
く
は
ロ
⑴
若

老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
イ
⑴
若
し
く
は
⑵
若
し
く
は
ロ
⑴
若

し
く
は
⑵
又
は
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関

し
く
は
⑵
又
は
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関

す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
別
表
指
定
施
設
サ

す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
別
表
指
定
施
設
サ

ー
ビ
ス
費
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
⑴

ー
ビ
ス
費
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
⑵

㈠
若
し
く
は
㈡
若
し
く
は
ロ
⑴
㈠
若
し
く
は
㈡
に
定
め
る
単
位
数
に
十
円

㈠
ａ
若
し
く
は
ｂ
若
し
く
は
ロ
⑵
㈠
ａ
若
し
く
は
ｂ
に
定
め
る
単
位
数
に

を
乗
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

十
円
を
乗
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
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